新　　　　　　旧　　　　　　対　　　　　　照　　　　　　表
	新
	旧

	事業者が取り扱う個人情報の保護に関する規則(抜粋)
	事業者が取り扱う個人情報の保護に関する規則(抜粋)

	本則
	本則

	
	

	
	(指針の公表)
第2条　条例第37条の規定による指針の公表は、高知県公報に登載して行うものとする。

	(不適正な取扱いに対する措置)

第2条　略
	(不適正な取扱いに対する措置)

第3条　略

	(弁明の方法)

第3条　略
	(弁明の方法)

第4条　略

	(弁明の機会の付与の方法)

第4条　略
	(弁明の機会の付与の方法)

第5条　略

	
	


